
　

町
の
組
織
を
多
様
化
す
る

住
民
の
ニ
ー
ズ
や
行
政
課
題

に
迅
速
か
つ
効
果
的
に
対
応

で
き
る
も
の
と
す
る
た
め
、

行
財
政
改
革
の
一
環
と
し
て

段
階
的
に
課
室
局
の
統
廃
合

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
最
終
段
階
と
し
て
、

本
年
４
月
か
ら
現
行
の
12

課
か
ら
９
課
に
統
廃
合
し
ま

す
。

平
成
22
年
４
月
ま
で
に

役
場
職
員
数
を

18
人
削
減

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

平
成
17
年
４
月
１
日
現
在
、

普
通
会
計
職
員
１
５
６
人
を

平
成
22
年
４
月
１
日
ま
で
に

１
３
８
人
と
す
る
こ
と
を
目

標
に
、
人
事
配
置
の
合
理
化

を
図
り
な
が
ら
課
室
局
の
統

廃
合
も
段
階
的
に
進
め
て
き

ま
し
た
。

　

今
後
も
退
職
者
の
補
充
採

用
を
し
な
い
こ
と
で
達
成
す

る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

人
事
院
勧
告

役
場
職
員
の
給

与
引
き
上
げ

《 

若
年
層
の
み 

》

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

昨
年
８
月
の
国
の
人
事

院
勧
告
を
受
け
、
若
年
層

の
給
料
表
の
引
き
上
げ
を

行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

平
均
給
与
が
０
・
３
５
％
の

引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
勤
勉
手
当
の
支

給
率
を
０
・
０
５
月
引
き
上

げ
ま
す
が
、
地
域
手
当
が

２
年
間
で
段
階
的
に
廃
止

さ
れ
ま
す
。

納
期
６
月
か
ら
翌
年
３
月
に

国
保
税
の
納

期
・
税
額
の
端

数
処
理
を
改
正

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

現
行
の
４
月
か
ら
翌
年

１
月
ま
で
の
納
期
を
、
６

月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
に

改
め
、
各
納
期
の
税
額
を

均
等
に
す
る
こ
と
で
、
被

保
険
者
が
納
付
し
や
す
い

よ
う
に
、
現
在
の
千
円
未

満
の
端
数
処
理
を
百
円
未

満
に
改
正
し
ま
す
。

全体の職員数と普通会計職員数の推移（４月１日現在）

平成１7年 平成１９年 平成２２年

全体の職員数 ３５５人 ３６０人 ３４５人

普通会計職員数 １５６人 １５３人 １３８人

※ 普通会計職員数には、病院、水道、老人保健施設
などの職員は含んでいません。

グループ制　（行政機構図）
課 室 名 班　　名 人 員 担　　当

総 務 課
庶務管財班 ８

庶務担当
管財担当

人事電算班 ６
人事担当
電算担当

企 画 財 政 課
政策財政班 ６

企画担当
財政担当

地域振興班 ６
地域振興担当
商工振興担当

税 務 住 民 課
税務班 ９ 税務担当
住民班 ６ 住民担当

保 険 健 康 課
保険年金班 ７ 保険年金担当
健康増進班 ７ 健康増進担当

福 祉 人 権 課
福祉高齢者班 11

福祉民生担当
高齢者福祉担当

児童人権福祉班 29
児童福祉担当
人権推進担当

農 政 環 境 課 農政環境班 ７
農政担当
生活環境担当

建 設 課 建設班 11
庶務用地担当
土木担当
建築担当

上 下 水 道 課
下水道班 ４ 下水道担当
上水道班 10 上水道担当

会計収納対策課 会計収納班 ５
会計担当
収納担当

※　人員には課長職は含んでいません。

　グループ制とは、各班ごと仕事の
忙しい時期は、班員が協力して事務
処理を行います。
　これまでより少ない職員で柔軟な
効率のよい事務処理がねらいです。
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本
年
４
月　

グ
ル
ー
プ
制
導
入

課
室
局
を
12
課
か
ら
９
課
に
統
廃
合

（
賛
成
11
・
反
対
１
で
可
決
）

条例の改正


